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2011 年６月議会 一般質問                    2011/07/11 

      かわのひろこ   

５番、日本共産党のかわのひろこです、通告に沿って分割して質問します。 

１．教育行政 

最初に教育行政について質問します。 

大分市教育委員会は、小中学校の適正規模、適正配置にかかる計画の策定とし

て、2010年６月に「大分市立小中学校適正配置計画検討委員会」を設置し、昨年６

月の第一回から本年５月まで８回の委員会を開き、６月１３日「中間まとめ」を発表。 

「中間まとめ」に基づき６中学校区に報告し、意見交換会が終えたところです。私

は、５会場に参加し関係市民の意向をしっかり聞いて参りました。 

意見交換会の会場で出された多くの声は、「検討委員会の委員のみなさんが、も

っと会場に来て、私たちの声を聞くべき。今夜の内容が充分、委員に伝わるのか」、

「適正という言葉を使っているが、やたら人数だけを言っている。」「教育に効率化を

求めてはならない」などです。特に「小学校は、地域の核となって中心的役割を果た

している。学校が無くなれば益々さみしくなる。地域の核として存続を望む」と、どこ

の校区も真剣な受け止めで、今回の「適正配置」計画には反対の意見が圧倒的で

した。 

そこで質問到しますが、①押しつけ的な計画の進行でなく、関係市民の声をよく

聞き、時間をかけ慎重に議論することが重要ではないでしょうか。②対象校を選定

する学校規模や施設の状況による２つの基準について、学級数や児童数を市内一

律に見るべきではなく、とくに周辺地域とされている地域の歴史や文化、地域振興

等を充分に考慮すべきと考えます。③大分市の将来をになう子供たちに教育予算

の効率化という教育費の削減ではなく、どんな子どもたちを育んでいくのか、大分市

のめざす学校教育のあり方について、以上の３点についての見解をうかがいます。 

釘宮市長は３期目に臨み「地域コミュニティの再生」をはじめとする、「市民協働の

まちづくり」に、新たに「あいさつと笑顔があふれるまちづくり」を加えて７本柱による
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取り組みを進めようとされています。野津原西部小学校区の方は、「市長は、協働の

まちづくりと言っているが、地域から学校が無くなれば小学校区単位を核とする市民

協働のまちづくり事業に逆行するのではないか。」「総合的なまちづくりの中で、本

当に地域の実情を踏まえて、地域コミュニティを薄れさせないで欲しい」と発言され

ておられました。この率直な疑問の声にどう応えられるのでしょうか、「地域コミュ二テ

ィの再生」との整合性についての見解を求めます。 

 

行財政改革を子供たちの教育に矛先をむけ、市民との充分な合意を得ないまま、

特に地域コミュニティーを壊し、過疎化に拍車をかけるようなことになる今回の「適正

配置」計画は白紙に戻すべきだと考えますが、見解を求めます。 

今回の「中間まとめ」の中で早期に検討すべき中学校区として、碩田・大分西・戸

次・竹中・神崎、野津原の６中学校区が挙げられましたが、「過小規模」、「小規模」

だけです。なぜ、過大規模・大規模校を除いたのか疑問をもちます。プレハブ教室

の解消を図るなど、過大・大規模校の教育環境改善こそ早期に整備すべきではな

いでしょうか、見解を求めます。 
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２．防災対策 

次の防災対策で地震・津波対策の見直しについて質問します。 

東日本大震災は、日本全国に大きな打撃をあたえています。未曽有の大震災か

ら、被災者と国民に国がどのような役割と責任を果たすのか、特に住民の生命最優

先で取り組む自治体のあり方、役割が問われているのではないでしょうか。この大震

災を契機に東南海・南海大地震予知に対する備えも急がれる重要な課題です。 

大分市消防局は、６月１８日東南海・南海地震の震災対策訓練を、震度６強の地

震で、佐賀関で３・３メートル、大分港に２〜３メートルの津波が到達するという想定

で行いました。今回、津波災害についての高さの基準を「１．５〜２倍」に改められた

と聞いていますが訓練の想定は、改めた基準の数字なのでしょうか、まず質問しま

す。    

東日本大震災の時、大分市にも津波警報が発令され、沿岸住民に避難勧告が

出されました。大分市の対象は６万１０４８世帯、１３万４千３6 人でしたが、３０ヶ所の

避難所に最大 472 人が避難したと報告されています。この状況は、これまで津波を

想定した防災対策・訓練が充分でなかったからではないでしょうか。海抜の低い地

域の避難所を見直し、高層建物や高台地域などの避難所に見直す必要があると考

えますが、見解を伺います。 

また「津波避難ビル」だけでなく、例えば高等学校、国の庁舎、国や県の公共施

設や県立学校などとの連携も考慮すべきではないでしょうか。見解をうかがいます。 

合わせて正確な情報伝達、避難ルートや手段等どのような対策を取られる考えか、

見解を求めます。 

次に、災害時における子供たちの安全確保、「学校の防災計画の点検指導」に

ついて質問します。６月１９日付の新聞報道で、「宮城県石巻市立大川小学校は、

全児童の約７割が死亡・行方不明…」、「市教委は、大川小が被災した場合の避難

先を選定していなかったことについて、遺族らに学校の防災計画を点検指導するな

ど、津波に対する危機意識を高めておくべきだったと謝罪した」とあり、読んで胸が
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痛みました。他都市では日頃より訓練されていて、ほとんど被害の無い市や町があ

った報道されています。重要な事だと思いますが、市教委としても対策を進める必

要があると考えますが、見解をうかがいます。 

 

災害時における飲料水や食糧、生活必需品等の整備についても備えが満たされ

ているのでしょうか。平成２３年度２月現在での備蓄状況を見ると、４７万市民のこの

大分市で、毛布 5600 枚、タオル 1800 枚等となっています。どのような基準でこうい

う状況なのでしょうか、備蓄内容を再検討すると同時に、備蓄を増やす考えはない

のでしょうか。見解を求めます。 

地震・津波に備え、大分市沿岸の港や泊地など港湾、護岸の調査や整備も計画

的に取り組むことが求められますが、県など関係機関との連携をどのようにすすめて

いくのでしょうか、見解を求めます。 
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３．環境行政・産廃場問題 

次の質問にうつります。環境行政について質問します。 

野津原舟ヶ平産廃処分場への県外からの廃棄物の持ち込みについては、これま

でも議会で取り上げてまいりました。大分市内への県外廃棄物搬入量は、平成２１

年度で 57,619 トンそのうち野津原・舟平の産廃場が 40,982 トンと処理施設の中で

も当該施設がその大半となっています。ご承知のとおり、施設は市民の水道水源域

にあり、現在では拡張の計画までしています。 

県外廃棄物に関連して、今般の東日本大震災に係わる災害産廃物について、ま

ず参考のためにお聞き致します。4 月 8 日、環境省から、東日本大震災より生じた

「災害廃棄物の全国規模での広域処理体制の構築について」という通達、連絡があ

ったと聞いています。内容は、「災害で発生したガレキ等、収集・運搬・処理にあた

って全国規模で支援体制を図る目的で、県や自治体に焼却、破砕、埋め立て等そ

れぞれ処理可能な災害廃棄物の処理可能量等の提供」となっています。参考まで

に環境省の通達に対する大分市の受け止めと、環境省にどのような回答をされたの

か、お尋ね致します。 

福島原発事故の影響により、６月２７日、東京都と２３区清掃一部事務組合は、一

般家庭ゴミなどを処理する２３区内の江戸川清掃工場で一般廃棄物の焼却灰の放

射線量を測定し、焼却灰から１キログラムあたり 8000 ベクレルを超える放射性セシ

ウムが検出されたと報道発表があり、今後の放射能汚染の拡大が大変心配です。 

そこで質問しますが、予想される大量の県外廃棄物の搬入などにより、放射能汚

染についても、相応の線量計を確保し、常に産廃処理場においても測定体制を図

るべきではないでしょうか。大分市民の水源を汚染させるような事態を起こさないた

め、環境保全と市民の水守る立場から細かな展開検査等、特段の厳しいチェックと

監視が必要かと思いますが、見解を求めます。 

大分市民の水道水源地域の産廃処理場の拡張計画については厳しい規制で対

応すべきと考えますが、見解をうかがいます。 


